
事業事前評価表 

 

国際協力機構アフリカ部アフリカ第二課 

１．案件名（国名） 

国名：タンザニア連合共和国  

案件名：貧困農民支援（2KR） 

（the Food Security Project for Underprivileged Farmers）  

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における農業セクターの現状と課題 

タンザニア連合共和国（以下、タンザニア）の農業は、GDP の約 4分の 1を占め、国民

の 8 割以上が従事する国の基幹産業である。全人口の 4 分の 3 が農村地域に居住してい

るが、貧困層に占める農村地域の割合が 8 割以上とも言われ、農業セクターの開発・成

長は国の経済発展のみならず、貧困削減においても重要な鍵を握っている。 

農用地は、国土の約 3分の 1にあたる 3,500 万 ha であるが、実際に農業生産に利用さ

れている耕作地は 952 万 ha に過ぎない。また、農業生産のほとんどが天水に依存してい

るため、干ばつなどの影響を受けやすい。加えて、農家世帯数の多くは 3ha 以下の小規

模農民・貧困農民であり、農業以外に収入の術を持たない自給的な生活を営んでいるこ

とから、食料安全保障の観点からも農業生産性の向上は重要課題となっている。 

農業生産性向上のためには、肥料など農業生産資材へのアクセス改善が必要とされて

いるが、タンザニアにおける施肥量は平均 9㎏/ha に留まっており、南部アフリカ開発共

同体（SADC）の平均 16 ㎏/ha にも及んでいない。多くの農民は資金不足から十分な量の

肥料の購入が困難な状況が続いており、また耕作時期に合わせた肥料の供給不足も課題

となっている。 

(2) 当該国における農業セクターの開発政策における本事業の位置づけ及び必要性  

2010/11 年度から 5 年間を対象とする国家開発戦略「成長と貧困削減のための国家戦

略フェーズ II（MKUKUTA-II：2010/11～2014/15 年度）」では、2015 年までに農業の成

長率を 6.0％に上げることを目標とし、農業セクターの成長率の向上を掲げている。農業

セクター開発プログラム（Agricultural Sector Development Program：ASDP）では、農

業の生産性、収益性及び農家所得の向上をめざしており、重要施策として農業資材（肥

料、農機）の投入量増加が掲げられている。本事業は、上記のタンザニアの国家政策の

方針と合致しており、ASDP で掲げられた課題の解決にも資するものである。 

(3) 農業セクターに対する我が国及びJICA の援助方針と実績 

対タンザニアの国別援助方針（2012 年 6 月）において、「持続可能な経済成長と貧困

削減に向けた経済・社会開発の促進」を基本方針と位置づけ、全就業人口の 84％の生計

を支え成長と貧困削減の両面に深く関わる農業セクターを援助重点分野の 1 つとして

いる。また、JICA は、①ASDP 推進支援プログラム及び、②コメ生産能力強化プログラ

ムを通じて農業分野の支援を展開しており、本事業は同プログラムに貢献するものであ

る。 

本事業と関連する我が国の近年の援助実績は以下の通り。 

【無償資金協力】  



●「貧困農民支援（2KR）」（肥料） 

2010 年度(4.0 億円、DAP)、2012 年度（3.8 億円、DAP） 

●「食糧援助（KR）」 

2007 年度（7.1 億円）、2009 年度(9.7 億円) 

【技術協力プロジェクト】 

●「ASDP 事業実施監理能力強化計画プロジェクトフェーズ 2」（2011 年～2015 年） 

●「よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクトフェーズ 2」

（2012 年～2016 年） 

●「コメ振興支援計画プロジェクト」（2012 年～2018 年） 

●「県農業開発計画（DADPs）灌漑事業推進のための能力強化計画」（2010 年～2014

年） 

(4) 他の援助機関の対応 

ASDP に対して、日本（JICA）を含む農業セクターの主要な 5 つの開発機関〔世界銀行

（WB）、アフリカ開発銀行、国際農業開発基金（IFAD）及びアイルランド〕が ASDP バス

ケット・ファンドを支援している他、国連食糧農業機関（FAO）、欧州連合（EU）、米国国

際開発庁（USAID）なども農業分野への支援を行っている。また、世界銀行は農業省のバ

ウチャーシステム1と呼ばれる補助金制度に対して資金協力を実施している。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

タンザニアが肥料を調達するための資金を供与することにより、貧困農民による対象

作物（コメおよびメイズ）の生産性向上に寄与する。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

タンザニア連合共和国全土 

(3) 事業概要 

1)調達対象品目（肥料）  

肥料(尿素)（約 9千トン） 

2) コンサルティング・サービスの内容 

コンサルタントは雇用せず、調達代理機関を用いる。 

(4) 総事業費/概算協力額 

総事業費 3.80 億円（日本側） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2014 年 4 月～2015 年 3 月を予定（GA 署名年月から検収・引き渡しまで） 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

農業・食料安全保障・協同組合省（Ministry of Agriculture, Food Security and 

Cooperative） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

                                                  
1 使用目的を限定した引き換え券を農民に直接支給することで、農民が市場価格より安価な値段で肥料等の

購入が可能となる補助金制度。 



② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年

4 月公布）上、セクター特性、事業特性および地域特性に鑑みて、環境への望ましく

ない影響が重大でないと判断されるため。 

2) 貧困削減促進：耕地面積 1ha 未満のトウモロコシ又はコメの小規模農民・貧困農民を

対象に、バウチャーシステムと呼ばれる補助金制度に連携して肥料が販売されるため、

本事業の実施は貧困削減の促進に寄与する。  

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等）：

特になし。 

(8) その他特記事項：特になし。 

４．外部条件・リスクコントロール 

・タンザニアの治安状況が急激に悪化しない。 

・降雨量の大幅な減少など、天候の著しい変動がない。 

・バウチャーシステムと呼ばれる補助金制度の大幅な変更がない。 

５．過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

2012 年において、世界銀行が実施しているバウチャーシステムを活用したため、肥料の

配布状況とモニタリングに成功した。本事業においても同バウチャーシステムを活用する

こととする。 

なお、過去の 2KR の実施状況に鑑み、特に貧困農民への裨益（対象農民の選定等）、配布

モニタリング体制（配布の確認等）、評価体制（効果の測定等）についてさらなる改善を行

うべく、可能な限り協力準備調査で確認を行った。今後の実施段階でも、世銀のバウチャ

ーシステムに加えて、協力準備調査の結果も活用しつつ先方実施機関との定期協議などの

機会を活用してフォローを行う。 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性 

肥料は、主食であり今回の対象作物でもあるコメ及びメイズの生産性を向上させ食料

安全保障の確保を目指すための重要なインプットとなる。農業の生産性、収益性及び農

家所得の向上の実現は、同国農業セクターにおける開発計画（ASDP）や、わが国の国別

援助方針（2012 年 6 月）とも合致しており、本事業の妥当性は高いと判断される。 

(2) 有効性 

本事業の実施により、肥料が調達・販売されることで、以下の効果が見込まれる。 

1) 定量的効果：  

・対象作物（コメ、メイズ）の単位面積あたりの収量の増加 

2) 定性的効果： 

・放肥による作物生産量及び単収が増加することにより、農家所得の向上や農民の生

活改善が期待できる。 

・協力対象地域で食料生産が増加することで市場の食料価格の安定化が図られ、貧困

層の食料へのアクセスが改善する。 
 
 

以 上 


